
期 間 ４⽉ 30 ⽇（⼟）
時 間 ９時〜 12 時、13 時〜 17 時
場 所 肝付町役場本庁

お問い合わせ先 肝付町役場 住⺠課 ☎ 0994（65）8411

■ クーリング・オフの方法や困ったな、おかしいなと思った時はお早めにご相談ください。
消費⽣活相談窓⼝（内之浦総合⽀所産業創出課内） ☎ 0994（67）2116
消費者ホットライン ☎ 188（⼟・⽇・祝⽇は県・⼜は国の相談センターにつながります）

～トラブルは当事者間の解決が原則です～

フリマサービスでのトラブルにご注意！

 ネット上で個⼈同⼠が商品等を売買できるフリマサービス関連のトラブルが増加傾向にあります。
 フリマサービスでの取引は、基本的に売主と買主との個⼈間取引のため、トラブルが起きた場合は当事者間で
解決することが求められます。

● 利⽤する際は、規約や初⼼者ガイドで、取引ルールやトラブル時の対応等について確
認しましょう。

● 商品到着後、買主が受け取り評価すると売主に代⾦が⽀払われます。サービス上で取
引完了となった後に問題に気付いても、相⼿と連絡が取れないことやサポートが受け
られないことがあります。必ず商品をよく確認してから受け取り評価してください。

● 当事者間での話し合いや、フリマサービスの運営事業者に相談しても交渉が進まない
場合は、問題点の整理等を⾏うため、消費⽣活相談窓⼝に相談して下さい。

★ 進学や就職で県外に転居してトラブルに遭われた場合は、“消費者ホットライン☎ 188” に相談してください。
居住地の消費⽣活センターにつながります。


